
特定行為とは?
医師と共に予め作成した手順書(指示)により難易度の高い診療の補助(特定行為)を行

えるようになり、看護師が医師の判断を待たずに病態を判断し、安全性の高い医療を

迅速に提供することが可能になりました。

戸塚共立第１病院では、２０１７年に厚生労働省により「特定行為研修指定研修機

関」の指定を受けており、特定行為研修を修了した看護師が１5人(２０２5年10月

現在)在籍しております。

看護師のメリット

常に患者様の傍らで症状の悪化や
回復を観察する看護師が、予測さ
れるリスクに対して迅速に対応で
きます。

患者様のメリット

より一層手厚いサポートを行うこ
とができます。患者様の苦痛の軽
減が早期に図れ、症状が悪化せず
回復が早くなります。

医師のメリット

看護師からの連絡を受け、指示を
する工程がなくなり、患者様にタ
イムリーに医療行為が提供できま
す。

の範囲外

特定行為の実施についての流れ

特定行為研修を受けるとこのようになります（脱水を繰り返す患者様の例）
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横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第１病院

１階患者相談窓口 担当：石井
（平日９時～１６時３０分、土曜日９時～１２時）

特定行為に関するお問い合わせ

※特定行為を行う際は、事前に説明した上で実施しております。ご理解
とご協力をお願いいたします。不明点などございましたらお尋ねくださ
い。

特定行為研修を修了した看護師
は、取得区分が記載されている
名札を着用しています。

呼吸器(気道確保に係るもの)関連 8人

呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 8人

呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 9人

胸腔ドレーン管理関連 9人

腹腔ドレーン管理関連 12人

ろう孔管理関連 9人

栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 11人

栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 13人

創部ドレーン管理関連 10人

動脈血液ガス分析関連 13人

透析管理関連 8人

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 12人

感染に係る薬剤投与関連 11人

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 11人

術後疼痛管理関連 9人

循環動態に係る薬剤投与関連 8人

精神および神経症状に係る薬剤投与関連 10人

皮膚損傷に係る薬剤投与関連 10人

当院で行っている特定行為の修了した人数は以下の通りです(１８区分)


